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長崎県公立学校教諭等研修（県立高等学校）実施要項 

（第１ステージ・第２ステージ・第３ステージ） 

 

                              長崎県教育委員会 

 

Ⅰ  目的 

     県内の県立高等学校（以下「高等学校」という。）に勤務する教諭等に対して、「長崎県 教員等

としての資質の向上に関する指標」（以下「指標」という。）に基づいた切れ目のない継続的な研修

を実施するとともに、各学校における同僚性を生かしたＯＪＴを通して学習指導や生徒指導等の専門

性を高め、プレミドルリーダー、ミドルリーダーとしての資質向上を図る。 

 

Ⅱ  対象 

 教諭等は、下表に示すとおり、在職年数に応じて本要項及び実施細目に定める研修を受けるものと

する。 

指  標 

ステージ 
第１ステージ 第２ステージ 第３ステージ 

在職年数 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6～10年目 11年目 12～15年目 16年目 

研 修 初任研 ２～５年目研 6～10年目研 中堅研 自主研修期間 15年経過研 

 

※「初任研」とは初任者研修 

 ※「中堅研」とは中堅教諭等資質向上研修 

   ただし、研修参加対象となる期間についての特例措置は、【別紙】による。  

 ※ ｢自主研修期間｣とは、集合研修等はなく各自の課題に応じた学びを自主的に行う期間 

※「15年経過研」とは、教職経験１５年経過教員研修であり、１６年目を対象とする研修 

 

１ 教諭等 

（１）この要項において教諭等とは、高等学校の「教諭、助教諭及び常勤講師（臨時的任用及び任期 

付任用を除く。）」をいう。 

（２）長崎市立長崎商業高等学校に勤務する教諭等の研修については、長崎市教育委員会による。 

（３）高等学校の養護教諭、事務職員、実習助手及び船員、並びに教育庁等職員の研修参加について

は【別表１】による。 

 

２ 在職年数 

（１）国（国立大学法人）、公立学校及び私立学校の教諭等（正式採用）として在職した期間を通算

した年数とする。他都道府県における本務年数を含む。 

（２）休職及び育児休業等に係る期間は除算しない。 
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Ⅲ  免除・延期 

１ 免除 

（１）新規採用となった教諭等のうち、国（国立大学法人）、他都道府県の公立学校及び私立学校で

正式採用として在職した期間の研修を免除する。ただし、中堅教諭等資質向上研修の参加は必須

とし、初任者研修については実施細目による。 

（２）中堅教諭等資質向上研修の対象者のうち、他の任命権者が実施した中堅教諭等資質向上研修を

修了した者は免除する。 

（３）第１ステージから第３ステージにおいて教育委員会の指導主事、社会教育主事等の職にあった 

者は、本要項に定める全ての研修を免除する。 

（４）第１ステージ及び第２ステージにおいて県教育センターの研修員の職に現にある者及び教職大

学院に現に在学している者は、当該年度の研修を免除する。 

なお、１５年経過教員研修については、県教育センター主催の「教育リーダー育成研修講座」

に参加した者（参加している者）、また、第３ステージにおいて、県教育センターの研修員の職

にあった者（ある者）及び教職大学院に在学した者（している者）は、本研修を免除する。 

（５）第１ステージ及び第２ステージにおいて文部科学省等主催の中央研修（短期研修を除く。）に

参加した者（参加予定を含む。）は、当該年度の研修を免除する。なお、１５年経過教員研修に

ついては、第３ステージにおいて、文部科学省等主催の中央研修（短期研修を除く。）に参加した

者（参加予定を含む。）は、本研修を免除する。 

  

２ 延期 

（１）初任者研修の該当者で、一定の事由により一部参加していない場合は、個別に協議する。 

（２）第１ステージ（２～５年目）研修の該当者のうち、教育事務職員及び教育庁等の事務職員につ

いては、休職及び育児休業等により全体研修に参加しない場合、次年度以降に延期する。 

（３）第１ステージ（２～５年目）研修、第２ステージ（６～１０年目）研修の該当者で、年度を通

して休職及び育児休業等をしている場合は、当該年度の研修は延期しない。 

（４）第１ステージ（２～５年目）研修、第２ステージ（６～１０年目）研修の該当者で、年度途中

に休職及び育児休業等をした場合、若しくは年度途中に復職・復帰した場合は個別に協議する。 

（５）中堅教諭等資質向上研修の該当者で、一定の事由により４月の全体研修に参加できない場合は、

当該研修の全部を次年度以降に延期する。 

（６）中堅教諭等資質向上研修の該当者で、４月の全体研修に参加した教諭等のうち、一定の事由に 

より、その後の研修に参加できない場合は、参加していない分を次年度以降に延期する。 

（７）１５年経過教員研修の該当者で、前期・後期の両方の研修ともに参加できない場合は、本研修 

の全部を次年度以降に延期する。 

（８）１５年経過教員研修と、延期等の理由により中堅教諭等資質向上研修の研修参加年度が重なる

場合は、中堅教諭等資質向上研修への研修参加を優先する。 
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Ⅳ 初任者研修 

１ 内容 

項目 概要 

センター研修（８日） 
県教育センターにおける４回の全体研修を受ける。 

（各所属校等におけるオンラインによる研修を含む） 

教科研修（６日） 
いずれかの初任者が所属する学校における２回の教科別研修

を受ける。 

校内研修 

（指導時間 １２０時間：標準） 

校内において指導教員を中心とする指導及び助言による研修

を受ける。 

 

２ 実施協議会等組織 

県教育センターは、初任者研修を実施するため、次の組織を設置する。 

（１）初任者研修実施協議会（以下「実施協議会」という。） 

① 実施協議会は、県教育センター所長（又は所長が指名する者）を会長とし、各初任者研修

地区実施運営委員会の会長及びその他関係機関から選任された委員によって構成する。 

② 実施協議会は、次の事項について協議を行う。 

・年間研修計画等に関すること。 

・その他実施上の諸問題に関すること。 

（２）初任者研修地区実施運営委員会（以下「実施運営委員会」という。） 

① 実施協議会に、実施運営委員会を置く。 

② 実施運営委員会は、会長、副会長（若干名）及び委員によって構成する。 

③  実施運営委員会の会長は、各地区の高等学校長の中から互選により選出する。 

④ 実施運営委員会は、次の事項について協議を行う。 

・実施に関すること等。 

 

３ 年間研修計画等 

（１）全体研修計画 

  ①  県教育センターは、指標に基づき、実施協議会の意見を聴いて、年間の全体研修計画を作成す

る。 

  ②  年間の全体研修計画には、センター研修、教科研修、校内研修に必要な事項を定める。 

（２）校内研修計画 

  ①  校長は、年間の全体研修計画に基づき、学校の実情に応じて校内研修計画を作成する。 

  ②  校内研修計画は、センター研修との関連を考慮して、指導教員を中心とする指導及び助言によ

る研修の項目並びに時期等必要な事項を定める。 

  ③  研修の時間については、指導教員を中心とする指導及び助言が円滑に実施できるよう、予め週

時程に組入れる。 
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４ 実施校における研修体制 

（１）校長は、初任者や指導教員等を援助する学校全体の協働的な体制を確立するとともに、これを校

務分掌組織に位置付ける。 

（２）管理職員は、研修項目に応じて初任者の指導及び助言に当たる。 

（３）指導教員以外の教員は、管理職員の指導の下に、校内研修計画等に従い指導教員と連携し、メン

ターとして初任者の指導及び助言を行う。 

 

５ 指導教員 

（１）指導教員は、実施校の教諭等の中から、校長の意見を聴いて県教育委員会が命ずる。なお、これ

により難い場合は、副校長、教頭又は非常勤講師の中から命ずることができる。 

（２）指導教員は、管理職員の指導の下に、校内研修計画等に従い初任者に対して指導及び助言を行う。 

（３）校長は、指導教員による指導及び助言が円滑に実施できるようにするため、当該指導教員の担当

授業時数を軽減すること。 

 

６ 教科指導員 

県教育委員会は、研修者に対する教科指導のため、必要に応じて教科指導員を置くことができる。 

 

７ 連絡協議会 

初任者研修を円滑かつ効果的に実施するため、実施協議会会長は、指導教員等の初任者研修連絡協 

議会を開催する。 

 

８ 研修評価、研修報告書等 

（１）研修評価 

   校長は、指標を参考にして、初任者の自己評価に対して指導及び助言を行う。 

（２）研修報告書等 

    校長は、校内研修年間指導計画書、校内研修年間指導報告書を県教育センターへ提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

Ⅴ 第１ステージ（２～５年目）研修 

１ 内容 

（１）２年目研修 

項目 概要 

センター研修 全体研修（２日） 県教育センターにおける１回の全体研修を受ける。 

選択研修 教科外研修（１〜２日） 

県教育センター及び他機関等において、細目に定める

研修講座等に１つ以上参加する。（各所属校等における

オンラインによる研修を含む） 

校内研修 教科研修（２回） 
所属校において、研修者の課題に応じた研究授業及び

授業研究を２回実施する。 

（２）３年目研修 

項目 概要 

センター研修 全体研修（２日） 県教育センターにおける１回の全体研修を受ける。 

校内研修 教科研修（１回） 
所属校において、研修者の課題に応じた研究授業及び

授業研究を１回実施する。 

社会体験研修（３日） 
地域社会と学校の連携による教育活動もしくは、地域

の事業所等における体験活動等を行う。 

（３）４年目研修 

項目 概要 

センター研修 全体研修（１日） 
県教育センターにおける１回の全体研修を受ける。 

（各所属校等におけるオンライン研修） 

選択研修 教科外研修（１〜２日） 

県教育センター及び他機関等において、細目に定める

研修講座等に１つ以上参加する。（各所属校等における

オンラインによる研修を含む） 

校内研修 教科研修（１回） 
所属校において、研修者の課題に応じた研究授業及び

授業研究を１回実施する。 

（４）５年目研修 

項目 概要 

センター研修 全体研修（２日） 県教育センターにおける１回の全体研修を受ける。 

選択研修 教科研修（１〜２日） 

県教育センター及び他機関等において、細目に定める研

修講座等に１つ以上参加する。（各所属校等におけるオ

ンラインによる研修を含む） 

校内研修 

教科研修（１回） 
所属校において、研修者の課題に応じた研究授業及び授

業研究を１回実施する。 

メンター研修（通年） 
所属校において、研修者がメンターとしてメンティの相

談を受け、助言を行う。 

  



6 

２ 研修体制 

（１）校長は、研修者や指導及び助言に当たる者を援助する学校全体の協働的な体制を確立する。 

（２）管理職員は、研修項目に応じて研修者の指導及び助言に当たる。 

（３）教務主任等は、校長の指導の下に、研修者に対して指導及び助言を行う。 

 

３ 研修評価、研修報告書等 

（１）研修評価 

   校長は、指標を参考にして、研修者の自己評価に対して指導及び助言を行う。 

（２）研修報告書等 

    研修者は、校長の指導の下に、県教育センターが定める様式に従い各自で記録・保存する。 

 

 

Ⅵ 第２ステージ（６～１０年目）研修 

１ 内容 

項目 概要 

選択研修（１〜２日） 

県教育センター及び他機関等において、細目に定める研修講

座等に１つ以上参加する。（各所属校等におけるオンライン

による研修を含む） 

校内研修 

教科研修（１回） 
所属校において、研修者の課題に応じた研究授業及び授業研

究を１回実施する。 

メンター研修（通年） 
所属校において、研修者がメンターとしてメンティの相談を

受け、助言を行う。 

 

２ 研修体制 

原則として、校長の指導の下に、研修者が自己の課題に応じて自身で計画・実施する。 

 

３ 研修報告書等 

研修者は、校長の指導の下に、県教育センターが定める様式に従い各自で記録・保存する。 
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Ⅶ 中堅教諭等資質向上研修 

１ 年間研修計画等 

（１）全体研修計画 

  ①  県教育センターは、指標を参考にして、全体研修計画を作成する。 

  ②  全体研修計画には、センター研修、校内研修、社会体験研修に必要な事項を定める。 

（２）研修実施計画 

   校長は、全体研修計画に基づき、各研修者について事前評価を考慮して研修実施計画書を作成す

る。 

 

２ 内容 

項目 概要 

センター研修 全体研修（３日） 

県教育センターにおける２回の全体研修を受ける。 

（各所属校等におけるオンラインによる研修を含

む） 

選択研修（１〜２日） 

県教育センター及び他機関等において、細目に定め

る研修講座等に１つ以上参加する。（各所属校等にお

けるオンラインによる研修を含む） 

校内研修 

教科研修（１回） 
所属校において、自己の課題に応じた研究授業及び

授業研究を１回実施する。 

メンター研修（通年） 
所属校において、研修者がメンターとしてメンティ

の相談を受け、助言を行う。 

社会体験研修（３日） 
地域社会と学校の連携による教育活動もしくは、地

域の事業所等における体験活動等を行う。 

 

３ 研修体制 

（１）校長は、研修者や指導及び助言に当たる者を援助する協働的な体制を確立する。 

（２）管理職員は、研修項目に応じて研修者の指導及び助言に当たる。  

（３）教務主任等は、校長の指導の下に、研修者に対して指導及び助言を行う。 

 

４ 研修評価、研修報告書等 

校長は、研修評価票及び研修実施報告書を県教育センターに提出する。 
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Ⅷ 教職経験１５年経過教員研修 

１ 内容 

項目 対象 概要 

セ
ン
タ
ー
研
修 

全体研修＜前期＞ 

（１日） 

１６年目の教諭等と

する。 

○県教育センターにおいて、ミドルリーダーとしての

組織運営への参画や若手教員育成の意識と実践力の

向上を図るための全体研修に参加し、学校経営への

参画意識を高める。 

（各所属校等におけるオンライン研修） 

全体研修＜後期＞ 

（１日） 

○個別研修における実践や課題について研究協議等を

行うことを通して、ミドルリーダーとしての資質の

向上を図るとともに、組織のリーダーとしての学校

経営への参画意識を高める。 

校内研修 

（個別研修通年） 

（メンター研修通年） 

○所属校において自己や学校の教育課題、または今後充

実を図りたいこと等をテーマとして｢個別研修｣を計

画し、ＯＪＴを通して同僚性・協働性を高める。 

 

２ 研修体制 

  原則として、所属長の指導及び助言の下、該当者自身で自己や学校の教育課題に応じて計画・実施

する。 

 

３ 報告書等 

  研修者は研修修了後、所属長の指導及び助言の下、｢個別研修報告書｣を完成させ、県教育センター

に提出する。 

 

Ⅸ その他 

 県立中学校に所属する教諭等は、別途定める長崎県公立学校教職員研修（中学校）実施要項に従っ  

て研修することもできる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

【別紙】 

 

中堅教諭等資質向上研修の参加対象となる期間についての特例措置 

 

（1）対象者 

中堅教諭等資質向上研修の対象者は、原則として１１年目の教諭等とする。 

ただし、４６歳以上で第２ステージ（６～１０年目）研修の対象になる者は、所属長の判断を踏

まえ、下表に示すとおり、第２ステージ（６～１０年目）研修の期間内に中堅教諭等資質向上研修

に研修参加することができる。 

 

【中堅教諭等資質向上研修の参加可能な期間】 
在職 
年数 

１年目 ２年目～５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 10年目 11年目 1２～ 15年目 16年目 

研修 初任研 ２～５年目研 ６～１０年目研 中堅研 自主研修 15年経過研 

年
度
内
に
達
す
る
年
齢 

41歳 研修参加      

原
則
参
加 

 56歳(任意) 

42歳 〃       57歳(任意) 

43歳 〃       58歳(任意) 

44歳 〃       59歳(任意) 

45歳 〃 中堅教諭等資質向上研修の  60歳(任意) 

46歳 〃       61歳(任意) 

47歳 〃 参加可能な期間  62歳(任意) 

48歳 〃       63歳(任意) 

49歳 〃       64歳(任意) 

50歳 〃       65歳(任意) 

51歳 〃        

52歳 〃        

53歳 〃        

54歳 〃        

55歳 〃        

56歳 〃         

57歳 〃         

58歳 〃         

59歳 〃         

60歳 〃         

※令和５年度から、定年６０歳が２年に１歳ずつ引き上げられ、令和１３年に６５歳となります。 

 

（2）中堅教諭等資質向上研修の修了後の研修 

特例措置により中堅教諭等資質向上研修を修了した翌年度からは、第２ステージ（６～１０年

目）研修に参加し、１１年目以降は自主研修期間とする。 

また、１５年経過教員研修の参加は、任意とする。 
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【別表１】 令和７年度　経年研修　職種別一覧表

経験年数 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 10年目 16年目 21年目 26年目

研修名 15年経過研 20年研 25年研

小中

高特 1

日目 1日目 1日目 2日目 1日目 2日目 3日目 1日目 2日目 3日目 1日目 2日目 1日目 2日目 1日目 2日目 １日目 ２日目

小中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

特 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小中 ○ ○ ○ ○ ○ ※１ ○

高特 ○ ○ ○ ○ ○ ※１ ○

小中 ○ ○ ○ ○ ※１ ※２

特 ○ ○ ○ ○ ※１ ※２

学校栄養職員 小中 ※１

栄養士 特 ※１

教育事務職員等 全 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※３ ○ ○

実習助手 高特 ○ ○ ○
○

高のみ
○

高特
〇

特のみ
○ ○ ○ ○ ○ ○

船員 高 ○ ○

寄宿舎指導員 特 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

全
体
研
修

選
択
研
修

社
会
体
験
研
修

２～５年目研 ６～10年目研 中堅研（事務職員は１０年経過研）

選
択
研
修

選
択
研
修

選
択
研
修

選
択
研
修

２年目

全体研修 全体研修

社
会
体
験
研
修

全
体
研
修

栄養教諭

1

2

１年目

教諭

養護教諭

2

3

3

4

地
区
研
修

初任研

全
体
研
修

長崎県教育センター　　

 

全

体

研

修

（
４

月

）

 校種別研修
　小・中：９月

　高：７，８月

　特：１１月

　事：７月

選
択
研
修

全
体
研
修

１１年目

選
択
研
修

選
択
研
修

４年目

選
択
研
修

地
区
研
修

３年目 ５年目

全体研修

▽下記①参照

▽下記③参照

▽下記②参照

▽下記①②参照

※１ 学校給食栄養管理者

（栄養教諭、学校栄養職員、

栄養士）の中堅研は、体育

保健課の計画により、隔年
で実施。

Ｒ７年度に実施予定。

【養護教諭の中堅研は、令和

４年度まで隔年実施であった

が、令和５年度から毎年実施

に変更】

①

＜養護教諭＞

○下記の研修については、体育保健課の計画により実施

・公立学校新規採用養護教諭研修＜第１～４期＞

※任用替えで、養護教諭として勤務する者は、
１年目に養護教諭の職務に係る範囲の校外研修のみ受講。

・中堅養護教諭資質向上研修

※任用替えで養護教諭として勤務している者は、

任用替え後の年数により受講。

＜寄宿舎指導員＞

○下記の研修については、特別支援教育課の計画により実施

・特別支援学校寄宿舎指導員研修会

②

＜栄養教諭：小・中学校＞

○下記の研修については、義務教育課の計画により実施

・公立学校新規採用栄養教諭研修

・公立学校任用替え１年目栄養教諭研修 ・２年目研修
・公立学校栄養教諭研修会

○下記の研修については、体育保健課の計画により実施

・中堅学校給食栄養管理者資質向上研修

＜栄養教諭：特別支援学校＞

○下記の研修については、体育保健課の計画により実施

・中堅学校給食栄養管理者資質向上研修

・県立学校給食栄養管理者・調理員等研修会

②

＜学校栄養職員：小・中学校＞

○下記の研修については、体育保健課の計画により実施

・中堅学校給食栄養管理者資質向上研修

＜栄養士：特別支援学校＞

○下記の研修については、体育保健課の計画により実施

・中堅学校給食栄養管理者資質向上研修

③

＜教育事務職員等＞休職及び育児休業等に係る期間は除算する。

〇 県教育センターで実施する次の研修については、県立高等

学校初任者研修２と同一日に実施

・教育事務職員研修（初任者研修）

○ 下記の研修については、教育政策課の計画により実施

・教育事務職員新規採用研修会＜第１期＞

・教育事務職員新規採用研修会＜第２期＞

・教育事務職員２年目（ステップ）研修会

・教育事務職員（20年経過）研修

・教育事務職員（25年経過）研修

※２ 栄養教諭の15

年経過研は、学校

栄養職員として採

用された年度から

16年目に受講。

※３ 教育事務職員等の10年経過研は、

採用された年度から11年目に受講。

▽下記①参照

▽下記③

参照
▽下記③

参照

▽下記②参照

・栄養教諭の２～５年目研修は、栄養教諭へ

の任用替え後の年数により受講。
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職名 校種

教諭等 小中高特

第０ステージ 第１ステージ 第２ステージ 第３ステージ 第４ステージ

　新規採用教員として、学習
指導や生徒指導等の基礎的な
事項を理解している

　組織の一員として教育活動
を展開し、学習指導や生徒指
導等の実践力を磨く

　プレミドルリーダーとし
て、組織運営に参画したり、
学習指導や生徒指導等の専門
性を高めたりする

　ミドルリーダーとして、組
織運営を推進したり、学習指
導や生徒指導等の高度な実践
を展開したりする

　組織のリーダーとして、積
極的に学校経営に参画した
り、学習指導や生徒指導等に
おける高度な指導力を教職員
に広げたりする

　法令遵守の精神を身に付け
ている
　人権意識、人権感覚を身に
付けている

　他者とコミュニケーション
を図りながら、自らの課題解
決に努めている

　自分や学級の児童生徒の課
題を認識し、管理職・同僚に
相談しながら解決に向けて行
動することができる

　学年（学校）で生じている
課題を把握し、管理職・同僚
に相談しながら解決に向けて
行動することができる

　学校全体に関わる課題を把
握し、教職員の意見等をとり
まとめ、実効策を示すことが
できる

　学校内外の課題を把握し、
その課題解決に向けて、教職
員に指導助言をし、改善に努
めることができる

　教育公務員の使命を理解
し、児童生徒への教育的愛情
をもっている

　教育公務員としての自覚の
もと、児童生徒への教育的愛
情と学び続ける意欲をもち、
組織の一員として行動するこ
とができる

　教育公務員としての自覚の
もと、児童生徒への教育的愛
情と学び続ける意欲をもち、
組織を牽引する働きができる

　ふるさとの特色（地理、歴
史、文化等）を理解し、愛着
をもっている

　学級担任の基本的な役割と
職務内容、学校組織や校務分
掌等について理解している

　学校教育目標を理解すると
ともに、学級経営及び教科経
営の方針を策定し、同僚性や
協働性を発揮しながら、実践
することができる

　学校教育目標を理解すると
ともに、学級経営、教科経営
及び学年経営等の方針を策定
し、同僚性や協働性を発揮し
ながら、積極的に実践するこ
とができる

　教科経営や組織運営におい
て、同僚性や協働性を醸成す
るとともに、その実践を評価
し、改善につなげることがで
きる

　教科経営や組織運営におい
て、同僚性や協働性を醸成す
るとともに、その実践を評価
し、改善につなげたり、教職
員に指導助言をしたりするこ
とができる

　保護者、地域、関係機関等
との連携の必要性及び協働の
仕方を理解している

　保護者、地域、関係機関等
と積極的に関わり、地域とと
もにある学校の一員として、
連携・協働した対応をするこ
とができる

　保護者、地域、関係機関等
と積極的に関わり、地域とと
もにある学校の核として、連
携・協働した対応をすること
ができる

　学校保健安全法に基づく、
危機管理を含む学校安全の目
的と具体的な取組を理解して
いる

　安全に配慮した教室環境等
の整備と、危機を察知した際
の迅速な連絡ができる

　危機を予測した未然防止の
取組と、危機を察知した際の
迅速な連絡ができる

　危機を予測した未然防止の
取組と、危機の早期発見、早
期対応の取組を行うことがで
きる

　危機の未然防止のための組
織的対応、学校環境の抜本的
改善及び危機の再発防止の取
組を推進することができる

　担当する教科等に関する基
礎的知識を身に付けている

　担当する教科等に関する知
識を高め、指導に生かすこと
ができる

　担当する教科等に関する専
門的知識を身に付け、指導に
生かすことができる

　学習指導要領の内容やカリ
キュラム・マネジメントの考
え方を理解するとともに、授
業場面に応じた授業設計の方
法を身に付けている

　カリキュラム・マネジメン
トの考え方を理解し、地域の
人材等を活用するなどして、
学習指導要領及び児童生徒の
実態に基づいて指導計画を作
成し、授業を組み立てること
ができる

　カリキュラム・マネジメン
トの考え方を生かし、地域の
人材等を活用するなどして、
学習指導要領及び児童生徒の
実態に基づいた指導計画を作
成し、深い学びの実現を図る
単元や授業の組み立てを工夫
することができる

　学習指導要領及び自校の特
色に基づき、地域との連携・
協働を図って、カリキュラ
ム・マネジメントの考え方を
生かして指導計画を立案し、
実施することができる

　学習指導要領及び自校や地
域の特色に応じたカリキュラ
ムを考え、具体化に向けて取
り組むことができる

　授業展開に必要な基礎的ス
キルを理解するとともに、適
切な教材を活用する基礎的な
能力を身に付けている

　児童生徒の実態を踏まえ、
基礎的なスキルを向上させる
とともに、適切な教材を活用
した授業を展開することがで
きる

　児童生徒の特性を理解し、
教科等の見方・考え方を生か
すなどして、主体的・対話的
で深い学びを実現する授業を
展開することができる

　児童生徒の特性を理解し、
教科等の見方・考え方を生か
すなどして、主体的・対話的
で深い学びを実現する授業を
展開するとともに、教職員に
指導助言をすることができる

　学校の課題解決を図るため
の授業展開を工夫し、授業改
善に向けて教職員に指導助言
をすることができる

　理想とする学級像をもち、
児童生徒の発達段階に応じた
集団の在り方を理解している

　学級の児童生徒一人一人の
実態や学級の課題を捉え、
個々の自立を促し、相互に高
め合う集団づくりを目指すこ
とができる

　学年全体の児童生徒の実態
を把握し、より望ましい集団
づくりを組織的に進めること
ができる

　教育相談の意義や理論、必
要な基礎的知識（カウンセリ
ングに関する基礎的事柄を含
む）を理解している

　教育相談の基礎的なスキル
を身に付けるとともに、児童
生徒に寄り添い、気持ちや行
動の背景を理解しようとする

　教育相談や日常の観察を通
して、児童生徒の気持ちや行
動の背景を理解することがで
きる

　教育相談や日常の観察を通
して、児童生徒の気持ちや行
動の背景を多様な角度から理
解することができる

　望ましい教育相談の在り方
や、日常の観察の視点等につ
いて、教職員に指導助言を
し、学校全体の児童生徒理解
力を高めることができる

　児童生徒の状況を把握する
ための基礎的な事項や校内外
の連携も含めた対応の在り方
を理解している

　個々の児童生徒の状況を理
解し、先輩教員からの助言を
受けながら、状況に応じた適
切な指導や支援をすることが
できる

　個々の児童生徒の状況を理
解し、同僚と協力しながら、
状況に応じた適切な指導や支
援をすることができる

　個々の児童生徒の状況に応
じて適切な指導や支援をする
とともに、保護者や他機関と
連携し、生徒指導体制を構築
することができる

　指導や支援が必要な児童生
徒への対応方針を立て、保護
者や他機関と連携を図りなが
ら、生徒指導体制を強化する
ことができる

　キャリア教育の意義や考え
方及び指導の在り方を理解
し、児童生徒の夢や憧れ、志
を育もうとする意欲をもって
いる

　キャリア教育の視点をもっ
て、児童生徒の夢や憧れ、志
を育む学習や体験を仕組むこ
とができる

　キャリア教育の視点をもっ
て、児童生徒の夢や憧れ、志
を育む学習や体験を深化させ
ることができる

　学校全体のキャリア教育を
推進し、全校の児童生徒の夢
や憧れ、志を育む学習や体験
を企画、実践することができ
る

　学校全体のキャリア教育を
推進し、その意義や方法、評
価の在り方等を教職員に浸透
させることができる

小
中
高

　特別支援教育の意義や発達
障害等について基礎的な事項
を理解している

　発達障害等の障害特性や対
応方法について理解し、個々
の障害に対する適切な対応を
行うことができる

　個々の障害に対して適切に
対応するとともに、特別支援
教育の理念や意義を全体の教
育に反映させることができる

　保護者や関係機関等と連携
し、個別の対応を充実させた
り、学校の特別支援教育体制
を構築したりすることができ
る

　個別の対応について教職員
に指導助言をしたり、中核と
なって学校の特別支援教育体
制を強化したりすることがで
きる

特

　特別支援教育の意義を理解
するとともに、障害種につい
て基礎的な知識を身に付けて
いる

　障害特性を理解し、個々の
発達課題について適切な把握
及び対応を行うことができる

　様々な障害に対して理解を
深め、発達課題に応じた指導
計画の立案、改善及び指導や
支援を適切に行うことができ
る

　保護者や関係機関等との相
談を適切に行うとともに、教
職員に指導助言をすることが
できる

　様々な障害について高度な
専門的知識と指導力を持ち、
中核となって特別支援教育を
推進することができる

資質・能力の育成を目指
し、授業及び校務におけるＩ
ＣＴの利活用の目的や方法と
その効果について、基礎的な
知識及び技能を身に付けてい
る

資質・能力の育成を目指
し、ＩＣＴを利活用した授業
を展開するとともに、校務の
情報化を図ることができる

児童生徒の実態に応じた資
質・能力の育成を目指し、Ｉ
ＣＴを適切に利活用した授業
を展開するとともに、校務の
情報化を図り、効率化と教育
活動の質の改善につなげるこ
とができる

児童生徒の実態に応じた資
質・能力の育成を目指し、Ｉ
ＣＴを適切に利活用した効果
的な授業を展開するととも
に、校務全体の情報化を図
り、効率化と教育活動の質の
改善につなげることができる

教育活動全体を通じて資
質・能力の育成を目指し、Ｉ
ＣＴを適切に利活用し、組織
的に授業改善を行うととも
に、学校組織全体で校務の情
報化を推進することができる

教育データの適切な利活用
について、基礎的な知識及び
技能を身に付けている

各種システム等の教育デー
タを利活用して、よりよい学
びの創出を目指した授業実践
等を行うことができる

各種システム等の教育デー
タを児童生徒の実態に応じて
適切に利活用して、よりよい
学びを創出する授業実践等を
行うことができる

（６）
ＩＣＴや情報・教育

データの利活用

P
ＩＣＴの利活用

情報活用能力の育成

Q
教育データの利活用

　各種システム等の教育データを児童生徒の実態に応じて適
切に利活用して、よりよい学びを創出する授業実践等を学校
組織全体で推進することができる

（4）
学級経営

児童生徒理解

生徒指導　等

　学校全体の児童生徒の実態を把握するとともに、課題に応
じた対応策を提案し、実践することができる

O
特別な配慮を必要

とする児童生徒への
指導力

（5）
特別支援教育

K
集団づくりの力

L
児童生徒理解力

M
個別の児童生徒への

対応力

N
児童生徒の将来を

育む力

　　　　　　　　　　　 ステージ

　　　　　　　　　　（求められる姿）

　
                    視　　点

J
授業展開力

A
法令遵守

人権尊重の精神

　「地域とともにある学校」の実現に向け、保護者、地域、
関係機関等との連携・協働のネットワークの確立ができる

（3）
教育課程

学習指導

（2）
学校運営

連携・協働

　担当する教科等における専門性を高め続けるとともに、学
校の学習指導上の課題について、教職員に指導助言をするこ
とができる

D
長崎県への郷土愛

長崎県　教諭等としての資質の向上に関する指標（令和5年3月改訂）

(1)
教職に必要な素養

新規採用時

　法令遵守の精神を踏まえ、自ら範を示すとともに児童生徒
に指導することができる
　人権尊重に基づいた児童生徒理解をし、指導するととも
に、学校の人権教育推進のために行動することができる

　教育公務員としての深い自覚のもと、児童生徒への教育的
愛情と学び続ける意欲をもち、組織の意識と行動力を高める
ことができる

　長崎県の特色を理解し、そのよさを児童生徒たちに伝える
とともに、自分たちが住んでいる地域のよさや課題について
取り上げることができる

E
組織運営力

同僚性・協働性

F
保護者・地域・関係機

関等との連携力

G
危機管理能力

　長崎県や自分が住んでいる地域に誇りをもたせ、そのよさ
や課題について学習を仕組むことができる

B
対人関係能力

社会性

C
児童生徒への愛情

教職に対する使命感

H
教科等に関する

知識・教養

I
授業構想力

1～５年目 ６年目～１１年目 １２年目～１６年目 １７年目～

　法令遵守の精神を教職員に指導することができる
　学校の人権教育を企画、推進することができる
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職名 校種

養護教諭 小中高特

第０ステージ 第１ステージ 第２ステージ 第３ステージ 第４ステージ

　新規採用教員として、養護
教諭の専門領域における職務
や生徒指導等の基礎的な事項
を理解している

　組織の一員として教育活動
を展開し、養護教諭の専門領
域における職務や生徒指導等
の実践力を磨く

　プレミドルリーダーとし
て、組織運営に参画したり、
養護教諭の専門領域における
職務や生徒指導等の専門性を
高めたりする

　ミドルリーダーとして、組
織運営を推進したり、養護教
諭の専門領域における職務や
生徒指導等の高度な実践を展
開したりする

　組織のリーダーとして、積
極的に学校経営に参画した
り、養護教諭の専門領域にお
ける職務や生徒指導等におけ
る高度な指導力を教職員に広
げたりする

　法令遵守の精神を身に付け
ている
　人権意識、人権感覚を身に
付けている

　他者とコミュニケーション
を図りながら、自らの課題解
決に努めている

　自分や児童生徒の課題を認
識し、管理職・同僚に相談し
ながら解決に向けて行動する
ことができる

　学年（学校）で生じている
課題を把握し、管理職・同僚
に相談しながら解決に向けて
行動することができる

　学校全体に関わる課題を把
握し、教職員の意見等をとり
まとめ、実効策を示すことが
できる

　学校内外の課題を把握し、
その課題解決に向けて、教職
員に指導助言をし、改善に努
めることができる

　教育公務員の使命を理解
し、児童生徒への教育的愛情
をもっている

　教育公務員としての自覚の
もと、児童生徒への教育的愛
情と学び続ける意欲をもち、
組織の一員として行動するこ
とができる

　教育公務員としての自覚の
もと、児童生徒への教育的愛
情と学び続ける意欲をもち、
組織を牽引する働きができる

　ふるさとの特色（地理、歴
史、文化等）を理解し、愛着
をもっている

養護教諭の基本的な役割と職
務内容、学校組織や校務分掌
等について理解している

　学校教育目標を理解すると
ともに、学校保健にかかる活
動を計画し、同僚性や協働性
を発揮しながら、実践するこ
とができる

　学校教育目標を理解すると
ともに、学校保健にかかる活
動を計画し、同僚性や協働性
を発揮しながら、積極的に実
践することができる

　学校保健にかかる活動にお
いて、同僚性や協働性を醸成
するとともに、その実践を評
価し、改善につなげることが
できる

　学校保健にかかる活動にお
いて、同僚性や協働性を醸成
するとともに、その実践を評
価し、改善につなげたり、教
職員に指導助言をしたりする
ことができる

　保護者、地域、関係機関等
との連携の必要性及び協働の
仕方を理解している

　保護者、地域、関係機関等
と積極的に関わり、地域とと
もにある学校の一員として、
連携・協働した対応をするこ
とができる

　保護者、地域、関係機関等
と積極的に関わり、地域とと
もにある学校の核として、連
携・協働した対応をすること
ができる

　学校保健安全法に基づく、
危機管理を含む学校安全の目
的と具体的な取組を理解して
いる

　安全に配慮した教室環境等
の整備と、危機を察知した際
の迅速な連絡ができる

　危機を予測した未然防止の
取組と、危機を察知した際の
迅速な連絡ができる

　危機を予測した未然防止の
取組と、危機の早期発見、早
期対応の取組を行うことがで
きる

　危機の未然防止のための組
織的対応、学校環境の抜本的
改善及び危機の再発防止の取
組を推進することができる

　学校保健安全法を理解する
とともに、児童生徒の実態把
握の必要性を認識し、保健管
理を実践できる基礎的な知識
を身に付けている

　保健管理について中核的役
割を果たすとともに、保健情
報を総合的に評価し、把握し
た健康課題の解決に向けて組
織的対応ができる

　学校における事件事故・災
害に備えた救急体制や心のケ
アの支援体制を整えるなど、
保健管理について学校運営に
参画することができる

　学習指導要領の内容を理解
するとともに、保健教育を実
践できる基本的な知識を身に
付けている

　学習指導要領を踏まえなが
ら、養護教諭の専門性を生か
した保健教育ができる

　保健教育について、教育課
程の編成・実践・評価をもと
に全体計画を作成することが
できる

　学校保健安全法を理解する
とともに、児童生徒の実態把
握の必要性を認識し、健康相
談を実践できる基礎的な知識
を身に付けている

　健康診断の結果や日常の保
健室来室状況等を踏まえて、
他の教職員と連携しながら児
童生徒の発達段階や健康課題
に応じた健康相談ができる

　児童生徒の心身の健康課題
に関して、教職員に対し指導
的役割を果たすことができる

　学校保健安全法による保健
室の役割や機能を理解してい
る

　学校教育目標や学校保健目
標などを受け、児童生徒の心
身の健康づくりを効果的に進
めるための保健室経営計画を
立て、取り組むことができる

　家庭・地域と連携しなが
ら、学校経営の観点に立った
保健室経営を推進することが
できる

　保健組織活動の意義や目
的、内容を理解している

　学校保健の推進のために、
保健主事や関係職員等と連携
し、学校保健委員会等組織活
動の企画・運営に参画できる

　近隣の学校と連携し、地域
レベルでの健康づくりを推進
することができる

小
中
高

　特別支援教育の意義や発達
障害等について基礎的な事項
を理解している

　発達障害等の障害特性や対
応方法について理解し、個々
の障害に対する適切な対応を
行うことができる

　個々の障害に対して適切に
対応するとともに、特別支援
教育の理念や意義を学校保健
にかかる活動に反映させるこ
とができる

　保護者や関係機関等と連携
し、個別の対応を充実させた
り、学校の特別支援教育体制
の構築に参加したりすること
ができる

　個別の対応について教職員
に指導助言をしたり、学校の
特別支援教育体制の推進に参
画したりすることができる

特

　特別支援教育の意義を理解
するとともに、障害種につい
て基礎的な知識を身に付けて
いる

　障害特性を理解し、個々の
状況に応じて適切な把握及び
対応を行うことができる

　様々な障害に対して理解を
深め、個々の状況に応じて適
切に対応を行うことができる

　教職員、保護者や関係機関
等と連携しながら、個々の対
応を充実させるとともに、特
別支援教育を推進することが
できる

　様々な障害について専門的
知識と指導力を持ち、教職員
と連携しながら特別支援育を
推進することができる

資質・能力の育成を目指
し、保健教育及び校務におけ
るＩＣＴの利活用の目的や方
法とその効果について、基礎
的な知識及び技能を身に付け
ている

資質・能力の育成を目指
し、ＩＣＴを利活用した保健
教育を展開するとともに、校
務の情報化を図ることができ
る

児童生徒の実態に応じた資
質・能力の育成を目指し、Ｉ
ＣＴを適切に利活用した保健
教育を展開するとともに、校
務の情報化を図り、効率化と
教育活動の質の改善につなげ
ることができる

児童生徒の実態に応じた資
質・能力の育成を目指し、Ｉ
ＣＴを適切に利活用した効果
的な保健教育を展開するとと
もに、校務全体の情報化を図
り、効率化と教育活動の質の
改善につなげることができる

教育活動全体を通じて資
質・能力の育成を目指し、Ｉ
ＣＴを適切に利活用し、組織
的に保健教育の改善を行うと
ともに、学校組織全体で校務
の情報化を推進することがで
きる

教育データの適切な利活用
について、基礎的な知識及び
技能を身に付けている

各種システム等の教育デー
タを利活用して、よりよい学
びの創出を目指した保健指導
等を行うことができる

各種システム等の教育デー
タを児童生徒の実態に応じて
適切に利活用して、よりよい
学びを創出する保健指導等を
行うことができる

(1)
教職に必要な素養

A
法令遵守

人権尊重の精神

　法令遵守の精神を踏まえ、自ら範を示すとともに児童生徒
に指導することができる
　人権尊重に基づいた児童生徒理解をし、指導するととも
に、学校の人権教育推進のために行動することができる

　法令遵守の精神を教職員に指導することができる
　学校の人権教育を企画、推進することができる

B
対人関係能力

社会性

長崎県　養護教諭としての資質の向上に関する指標（令和5年3月改訂）

　　　　　　　　　　　 ステージ

　　　　　　　　　　（求められる姿）

　
                    視　　点

新規採用時 1～５年目 ６年目～１１年目 １２年目～１６年目 １７年目～

（2）
学校運営

連携・協働

E
組織運営力

同僚性・協働性

F
保護者・地域・関係機

関等との連携力

　「地域とともにある学校」の実現に向け、保護者、地域、
関係機関等との連携・協働のネットワークの確立ができる

G
危機管理能力

　保健室経営計画を、教職員、保護者等に周知するととも
に、毎年評価（自己・他者）を行い、必要に応じて改善しな
がら、組織的、効果的な保健室経営に向けて、取り組むこと
ができる

L
保健組織活動

C
児童生徒への愛情

教職に対する使命感

　教育公務員としての深い自覚のもと、児童生徒への教育的
愛情と学び続ける意欲をもち、組織の意識と行動力を高める
ことができる

D
長崎県への郷土愛

　長崎県の特色を理解し、そのよさを児童生徒たちに伝える
とともに、自分たちが住んでいる地域のよさや課題について
取り上げることができる

　長崎県や自分が住んでいる地域に誇りをもたせ、そのよさ
や課題について学習を仕組むことができる

　児童生徒の健康の保持増進や課題解決に向けて、保健組織
が主体的に活動できるよう、内容の工夫、改善を図ることが
できる

（4）
特別支援教育

M
特別な配慮を必要

とする児童生徒への
指導力

(5)
ＩＣＴや情報・教育

データの利活用

N
ＩＣＴの利活用

情報活用能力の育成

O
教育データの利活用

　各種システム等の教育データを児童生徒の実態に応じて適
切に利活用して、よりよい学びを創出する保健指導等を学校
組織全体で推進することができる

(3)
養護教諭の専門領域

における職務

H
保健管理

　児童生徒の健康課題を把握し、課題解決に向けて取り組み
ながら、適切かつ円滑に保健管理を実践することができる

I
保健教育

　児童生徒の発達段階や健康課題に応じて、教材を工夫し、
関係職員等と連携しながら、効果的な保健教育に取り組む事
ができる

J
健康相談

　児童生徒の心身の健康課題を総合的にとらえ、校内支援体
制の充実に向けてコーディネータ-的な役割を果たしなが
ら、学校医等の専門職や保護者、地域の専門機関等と連携
し、適切に対応できる

K
保健室経営


